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(57)【要約】
【課題】目的は、ナレッジベース辞書を複数種別持ち、
使用者が所望の種別の辞書を選択可能な、超音波診断装
置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムを提
供することにある。
【解決手段】実施形態に係る超音波診断装置は、被検体
の所定部位の輪郭位置を検出するために生成された複数
種別のナレッジベース辞書を記憶する記憶部と、前記複
数種別のナレッジベース辞書の中から少なくとも一つの
所定種別のナレッジベース辞書を選択するための選択手
段と、選択された前記所定種別のナレッジベース辞書を
用いて、入力画像としての超音波画像における前記所定
部位の輪郭位置を検出する検出手段と、を具備すること
を特徴とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の所定部位の輪郭位置を検出するために生成された複数種別のナレッジベース辞
書を記憶する記憶部と、
　前記複数種別のナレッジベース辞書の中から少なくとも一つの所定種別のナレッジベー
ス辞書を選択するための選択手段と、
　選択された前記所定種別のナレッジベース辞書を用いて、入力画像としての超音波画像
における前記所定部位の輪郭位置を検出する検出手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記複数種別のナレッジベース辞書のうちの一つは、標準的な超音波診断従事者が判断
する前記所定部位の輪郭位置の定義と、超音波画像とは異なる画像に基づいて判断される
前記所定部位の輪郭位置の定義とに基づいて生成された第１の種別のナレッジベース辞書
であることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記複数種別のナレッジベース辞書のうちの一つは、特定の超音波診断専門家によって
認識された前記所定部位の輪郭位置と、複数の標準的な超音波診断従事者によって認識さ
れた前記所定部位の輪郭位置の平均的位置とに基づいて生成された第２の種別のナレッジ
ベース辞書であることを特徴とする請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記複数種別のナレッジベース辞書のうちの一つは、前記入力画像とは解像度の異なる
参照画像から得られる前記所定部位の輪郭位置に基づいて生成された第３の種別のナレッ
ジベース辞書であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項記載の超音波診断装
置。
【請求項５】
　前記参照画像は、磁気共鳴イメージング画像、Ｘ線コンピュータ断層画像、又は前記入
力画像よりも周波数の高い超音波画像であることを特徴とする請求項４記載の超音波診断
装置。
【請求項６】
　教示者による操作を学習することで前記複数種別のナレッジベース辞書の少なくとも一
つを更新する学習手段を更に具備し、
　前記複数種別のナレッジベース辞書は、前記学習が行われた病院施設毎又は、前記教示
者毎に作成される
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記選択手段は、前記複数種別のナレッジベース辞書のうち少なくとも二つを選択し、
　前記検出手段は、前記選択された少なくとも二つのナレッジベース辞書を用いて、前記
所定部位の輪郭位置を検出する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記入力画像は、前記所定部位の断面画像、Ｍモード画像又はドプラ波形の画像である
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　被検体の所定部位を含む入力画像と、前記被検体の所定部位の輪郭位置を検出するため
に生成された複数種別のナレッジベース辞書とを記憶する記憶部と、
　前記複数種別のナレッジベース辞書の中から少なくとも一つの所定種別のナレッジベー
ス辞書を選択するための選択手段と、
　選択された前記所定種別のナレッジベース辞書を用いて、所定の入力画像における前記
所定部位の輪郭位置を検出する検出手段と、
　を具備することを特徴とする医用画像処理装置。
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【請求項１０】
　前記入力画像は、超音波画像、磁気共鳴イメージング画像、又はＸ線コンピュータ断層
画像であることを特徴とする請求項９記載の医用画像処理装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　被検体の所定部位の輪郭位置を検出するために生成された複数種別のナレッジベース辞
書の中から、少なくとも一つの所定種別のナレッジベース辞書を選択するための選択機能
と、
　選択された前記所定種別のナレッジベース辞書を用いて、入力画像における前記所定部
位の輪郭位置を検出する検出機能と、
　を実現させることを特徴とする医用画像処理プログラム。
【請求項１２】
　前記入力画像は、超音波画像、磁気共鳴イメージング画像、又はＸ線コンピュータ断層
画像であることを特徴とする請求項１１記載の医用画像処理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、例えば心臓内腔等の検査部位の輪郭を自動検出するためにナレッ
ジベース辞書を用いる超音波診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波を被検体に照射し、その反射波を用いて被走査領域を画像化することで、医師等
の検者が適切な診断を行う超音波画像診断が広く普及している。そして、当該超音波画像
診断に用いられる診断画像（例えば、Ｂモード画像、ボリュームデータから得られたＭＰ
Ｒ画像、Ｍモード画像、ドプラ画像等）より、例えば心臓内腔の輪郭（又は境界位置）等
を取得し、更に医師が当該輪郭を用いて、所定の計測値（例えば心臓内腔容積等）を得よ
うとする場面は、往々にして存在する。
【０００３】
　近年では、当該輪郭の取得に、ナレッジベース辞書（認識型データベース又は形状辞書
）を用いた自動検出手段（ＡＣＴ：Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｏｕｒ　Ｔｒａｃｅ）
が知られている。本明細書において、ナレッジベース辞書とは、データベース作成用の画
像を入力として用いて、正解の輪郭（境界位置）を教示者（ヒト）が与えるという学習過
程を経て作成されるデータベースを指すものとする。ＡＣＴには、使用者（医師等の検者
）の補助的操作を全く必要としない全自動型の手段もあれば、使用者に生体構造の所定の
位置を数点指定させてから、当該指定された点に基づいて適当な輪郭を検出する手段もあ
る。いずれの手段であれ、ナレッジベース辞書は、医師等の検者による輪郭の教示に基づ
き、それを学習ソースとすることで、生成、更新される。
【０００４】
　ところで、超音波診断装置によって得られた超音波画像（エコー画像）は、磁気共鳴イ
メージング装置より得られた磁気共鳴イメージング画像（ＭＲＩ画像）やＸ線コンピュー
タ断層撮影装置より得られたＸ線コンピュータ断層画像（ＣＴ画像）に比して、解像度が
低い。このため、同一解剖学的部位に関する断層画像（例えば心臓内腔の断層画像）であ
っても、解像度の差異により、ヒト（検者）が認識する輪郭が異なる。図６に示すように
、エコー画像を用いた輪郭定義（エコー定義）は、境界部位の鮮鋭度が低い（境界部位に
ボケが発生する）ために、当該輪郭を、ＭＲＩ画像を用いた輪郭定義（ＭＲＩ定義）や高
解像なＣＴ画像を用いた輪郭定義に比して、内側に認識する傾向がある。また、同一の輪
郭定義であっても、検者の経験等により、輪郭の認識にバラツキ（分散）が生じることが
往々にしてある。
【０００５】
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　ナレッジベース辞書の生成、更新時において、学習ソースに、上述の解像度に基づく輪
郭の差異や検者毎の輪郭のバラツキが含まれてしまうと、ＡＣＴより検出された輪郭に対
する信頼性や客観性が損なわれてしまうという問題が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５０７２６２５号公報
【特許文献２】ＷＯ２００８／０４４４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　目的は、ナレッジベース辞書を複数種別持ち、使用者が所望の種別の辞書を選択可能な
、超音波診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る超音波診断装置は、被検体の所定部位の輪郭位置を検出するために生成
された複数種別のナレッジベース辞書を記憶する記憶部と、前記複数種別のナレッジベー
ス辞書の中から少なくとも一つの所定種別のナレッジベース辞書を選択するための選択手
段と、選択された前記所定種別のナレッジベース辞書を用いて、入力画像としての超音波
画像における前記所定部位の輪郭位置を検出する検出手段と、を具備することを特徴とす
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施形態に係る超音波診断装置において、心尖４腔像のエコー画像に対
して、エコー定義とＭＲＩ定義とを適用し、ＡＣＴにて輪郭を検出した結果を示す図であ
る。
【図３】図３は、実施形態に係る超音波診断装置の動作例を示すフローチャートである。
【図４】図４は、実施形態に係る超音波診断装置において、Ｍモード画像と、拡張末期時
相及び収縮末期時相における前壁中隔側の内外膜位置と、後壁側の内外膜位置とを示す図
である。
【図５】図５は、実施形態に係る超音波診断装置において、ドプラ画像と、ＣＷドプラ波
形における拡張期の大動脈弁逆流のエンベロープ位置のトレースラインとを示す図である
。
【図６】図６は、従来技術一例として、エコー画像を用いた輪郭定義（エコー定義）と、
ＭＲＩ画像を用いた輪郭定義（ＭＲＩ定義）との差異を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本実施形態を説明する。なお、以下の説明において、略同一
の構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う
。
【００１１】
　図１は、実施形態に係る超音波診断装置１の構成を示すブロック図である。超音波診断
装置１は、超音波プローブ２と、装置本体３と、入出力ユニット４とを有する。加えて超
音波診断装置１には、外部と通信可能なネットワーク６が、装置本体３の有するインター
フェースユニット５０を介して、接続されてもよい。
【００１２】
　超音波プローブ２は、複数の圧電振動子と、整合層と、複数の圧電振動子の背面側に設
けられるバッキング材とを有する。複数の圧電振動子は、圧電セラミックス等の音響／電
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気可逆的変換素子である。複数の圧電振動子は並列され、超音波プローブ２の先端に設け
られる。圧電振動子は、送受信ユニット２０における送信回路から送信及び供給される駆
動パルスに応答して、超音波を発生させる。　
　超音波プローブ２を介して被検体に超音波が照射されると、照射された超音波は、被検
体内の生体組織における音響インピーダンスの不連続面で反射される。圧電振動子は、反
射された超音波を受信し、エコー信号を発生させる。送受信ユニット２０における受信回
路（後述）は、当該エコー信号を受信するとともに、エコー信号に基づく受信信号を、後
述のエコー画像生成ユニット３０に送信する。　
　エコー信号の振幅は、超音波の反射に関する不連続面を境界とする音響インピーダンス
の差に依存する。超音波発生のための（送信用）圧電振動子と、エコー信号発生のための
（受信用）圧電振動子とは、例えば、離散的な超音波（パルス波）を照射する場合、送信
のタイミングと受信のタイミングとを決めることで、同一の圧電振動子を使い分けてもよ
い。或いは、例えば、連続的な超音波（連続波）を照射する場合、送信用の圧電振動子と
受信用の圧電振動子とを別個に搭載してもよい。送信超音波が移動している血流、及び心
臓壁等の表面で反射された場合のエコー信号の周波数は、ドプラ効果により、移動体（血
流及び心臓壁の表面）の超音波送信方向の速度成分に依存して偏移する。
【００１３】
　装置本体３は、ＣＰＵ１０（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、送
受信ユニット２０、エコー画像生成ユニット３０、記憶ユニット４０、及びインターフェ
ースユニット５０を有する。
【００１４】
　ＣＰＵ１０は、主として超音波診断装置１の動作全般に係る制御を担う。なお、ＣＰＵ
１０による具体的な制御の例については、他の部分の説明の際に関連させて後述する。
【００１５】
　送受信ユニット２０は、例えば、送信回路、受信回路、シーケンスコントローラ等を有
する。　
　送信回路は、前述の通り、駆動パルスを、超音波プローブ２における複数の圧電振動子
各々に送信する。　
　受信回路は、前述の通り、各圧電振動子によって発生されたエコー信号に基づく受信信
号を発生させ、当該受信信号をエコー画像生成ユニット３０に送信する。　
　シーケンスコントローラは、超音波発生のための駆動パルスの送信シーケンスを、高い
時間分解能（例えば数百ミリ秒オーダ）にて制御する。
【００１６】
　エコー画像生成ユニット３０は、例えば、Ｂモード処理器、ドプラ処理器、画像生成器
等を有する。　
　Ｂモード処理器は、包絡線検波回路、対数変換回路等を有する。包絡線検波回路は、受
信回路から出力された受信信号に対して包絡線検波を実行する。包絡線検波回路は、包絡
線検波された信号を、対数変換回路に出力する。対数変換回路は、包絡線検波された信号
に対して、対数変換して弱い信号を相対的に強調する。Ｂモード処理器は、対数変換回路
により強調された信号に基づいて、各走査線及び各超音波送受信における深さ毎の信号値
を発生させる。なお、Ｂモード処理器は、各走査線及び各超音波送受信における深さ毎の
信号値の代わりに、ボリュームデータを発生させてもよい。以下、Ｂモード処理器で発生
されるデータをまとめて、Ｂモードデータ呼ぶ。　
　ドプラ処理器は、ミキサー、低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ：Ｌ
ＰＦ）、速度／分散／Ｐｏｗｅｒ演算回路等を有する。ミキサーは、受信回路から出力さ
れた受信信号に、送信周波数と同じ周波数ｆ０を有する基準信号を掛け合わせる。この掛
け合わせにより、ドプラ偏移周波数ｆｄの成分の信号と（２ｆ０＋ｆｄ）の周波数成分を
有する信号とが得られる。ＬＰＦは、ミキサーからの２種の周波数成分を有する信号のう
ち、高い周波数成分（２ｆ０＋ｆｄ）の信号を取り除く。高い周波数成分（２ｆ０＋ｆｄ

）の信号を取り除くことにより、ドプラ偏移周波数ｆｄの成分を有するドプラ信号を発生
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させる。　
　なお、ドプラ処理器は、ドプラ信号を発生させるために、直交検波方式を用いてもよい
。このとき、受信信号は、直交検波されＩＱ信号に変換される。ドプラ処理器は、ＩＱ信
号を複素フーリエ変換することにより、ドプラ偏移周波数ｆｄの成分を有するドプラ信号
を発生させる。ドプラ信号は、例えば、血流、組織、造影剤によるドプラ成分である。速
度／分散／Ｐｏｗｅｒ演算回路は、ＭＴＩ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）フィルタ、ＬＰＦ、自己相関演算回路等を有する。なお、自己相関演算回路の代
わりに相互相関演算回路を有していてもよい。ＭＴＩフィルタは、発生されたドプラ信号
に対して、臓器の呼吸性移動や拍動性移動等に起因するドプラ成分（クラッタ成分）を除
去する。ＭＴＩフィルタは、ドプラ信号から血流に関するドプラ成分を抽出するために用
いられる。ＬＰＦは、ドプラ信号から組織の移動に関するドプラ成分を抽出するために用
いられる。　
　画像生成器は、ディジタルスキャンコンバータ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｅｒ：ＤＳＣ）と画像メモリとを有する。画像生成器は、ＤＳＣに対して、座標変
換処理（リサンプリング）を実行する。座標変換処理とは、例えば、Ｂモードデータ、ド
プラデータ及び伝搬時間データからなる超音波スキャンの走査線信号列を、テレビ等に代
表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換する処理である。画像生成器
は、座標変換処理により、表示画像としてのエコー画像を生成する。具体的には、画像生
成器は、Ｂモードデータに基づいて、Ｂモード画像を発生させる。画像生成器は、ドプラ
データに基づいて、平均速度画像、分散画像、パワー画像等のドプラ画像を発生させる。
また、エコー画像に、種々のパラメータの文字情報（アノテーション）及び目盛等を合成
した重畳画像を生成してもよい。
【００１７】
　記憶ユニット４０（記憶部）は、超音波診断装置１の制御プログラム、診断プロトコル
、送受信条件等の各種データ群、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、受信回路より発
生された受信信号、Ｂモード処理器より発生されたＢモードデータ、ドプラ処理器より発
生されたドプラデータ、及び複数種別のナレッジベース辞書を記憶する。　
　記憶ユニット４０は、図示しないメモリを備えており、生成されたエコー画像（Ｂモー
ド画像、平均速度画像、分散画像、パワー画像等）に対応するデータ（画像データ）を記
憶する。当該メモリに記憶された画像データは、後述する入出力ユニット４の入力器４ａ
を介した操作者の指示により、読み出される。当該メモリは、例えば、フリーズする直前
の複数のフレームに対応するエコー画像を保存するメモリである。このシネメモリに記憶
されている画像を連続表示（シネ表示）することで、エコー画像を入出力ユニット４のモ
ニタ４ｂに表示することも可能である。ＣＰＵ１０は、例えば、記憶ユニット４０に記憶
されたプログラムを実行する。ＣＰＵ１０は、複数種別のナレッジベース辞書のうち、使
用者が所望する種別のナレッジベース辞書の選択指示に応答して、記憶ユニット４０に記
憶された当該ナレッジベース辞書を読み出し、ＡＣＴを実行する。
【００１８】
　インターフェースユニット５０は、入出力ユニット４及びネットワーク６に関するイン
ターフェースである。装置本体３によって得られたエコー画像等のデータ及び解析結果等
は、インターフェースユニット５０とネットワーク６とを介して、他の装置に転送可能で
ある。なお、インターフェースユニット５０は、ネットワーク６を介して、他の医用画像
診断装置で取得された被検体に関する医用画像を、ダウンロードすることも可能である。
【００１９】
　入出力ユニット４は、トラックボール、スイッチボタン、マウス、キーボード等の入力
器４ａと、ＣＲＴや液晶ディスプレイ等のモニタ４ｂとを有する。　
　入力器４ａは、インターフェースユニット５０に接続され、使用者からの各種指示・命
令・情報・選択・設定を装置本体３に取り込む。特に使用者は、複数種別のナレッジベー
ス辞書から適当な種別のナレッジベース辞書を、入力器４ａを介して選択することができ
る（選択手段）。
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【００２０】
　モニタ４ｂは、主として、画像生成器で生成されたエコー画像や、ＡＣＴにより検出さ
れた輪郭の提示情報を含むエコー画像（重畳画像）等を、表示する。
【００２１】
　（ナレッジベース辞書の種別）　
　超音波診断装置１が有する複数種別のナレッジベース辞書（軸ａ、ｂ及びｃ）について
、説明する。
【００２２】
　　［軸ａ（第１の種別）］モダリティによる「定義」位置の違い　
　「肉柱や鍵索を内膜と誤解しにくいＭＲＩ画像を用いた診断従事者が想定する内膜境界
位置（ＭＲＩ定義）から得られたナレッジベース辞書」及び「エコー画像を用いた標準的
な診断従事者が想定する内膜境界位置定義（エコー定義）から得られたナレッジベース辞
書」という異なる定義の選択について、使用者に自由度を与える。図２に、両者の定義位
置の違いの一例を示す。心尖４腔像によるエコー画像に対して、実線でエコー定義による
左心室心筋の内外膜の輪郭位置を示し、破線でＭＲＩ定義による内膜の輪郭位置を示す。
ＭＲＩ定義の方が、エコー定義に比して、心尖部や側壁側で心腔側より外側となっている
。このように両者の定義位置は同じではなく、差異は構造物の位置に依存していて一様で
はないことが分かる。
【００２３】
　　［軸ｂ（第２の種別）］検者間「認識」位置の違い　
　　　（ｂ－１）　
　「エキスパート（超音波診断専門家）のＸＸ先生が教示した位置に基づくナレッジベー
ス辞書」と「多数の超音波診断従事者が教示した平均的位置に基づくナレッジベース辞書
」というナレッジベース辞書作成時における、認識のバラツキ（分散）軽減手段コンセプ
トの選択の自由度を、使用者に与える。教示者に依存する認識位置の違いがあっても、実
際の境界位置（仮想的な真の位置）に近づけるための辞書作りには、大きくこの二つの手
段があるためである。なお、後者のコンセプトのナレッジベース辞書は、複数のエキスパ
ートによる平均的位置を用いて得ても構わない。　
　ＣＴ画像であればＣＴ値により、心筋組織と血液とを区別するのが相対的に容易となる
のに対して、エコー画像の輝度信号は明確な物理的単位を持たないので、心筋と心腔内（
血液）との境界を明確に区別することは困難であり、その位置認識にはヒトによる判断が
介入する。それ故に、超音波診断による輪郭位置は、心筋と心腔との仮想的な境界位置と
して推定される。　
　このような状況において、個人の認識のバラツキの影響を軽減するための上記二つのコ
ンセプトは、一般的に研究が広く行われている。前者は、エキスパートの認識バイアスの
存在を逆に利用することで、平均的な認識バイアスを有するエキスパートを上手に選ぶこ
とによりバラツキを軽減する。後者は、個々人の認識バイアスの程度を平均処理によって
減少することでバラツキを軽減する。
【００２４】
　　　（ｂ－２）　
　変形例として、ＰＣや携帯電話で広く用いられている学習型の漢字変換辞書のように、
ナレッジベース辞書を学習し、辞書データを更新する構成（学習手段）を持ち、「病院施
設Ａ、Ｂ又はＣ」や「検者ｘ、ｙ又はｚ」のように、異なる施設や異なる検者で個別に作
成されたナレッジベース辞書について、使用者が作成元の属性を把握して選択する自由度
を与える。これは（ｂ－１）と異なり、施設や検者毎の好みやルールを個別のナレッジベ
ース辞書として学習して選択可能とする構成である。ここで、（ｂ－１）によるナレッジ
ベース辞書と（ｂ－２）によるナレッジベース辞書とを種別として選べるようにしても良
い。　
　また、（ｂ－２）の構成を用いて、（ｂ－１）で示したエキスパートのＹＹ先生、ＺＺ
先生として学習されたナレッジベース辞書を複数作成し、これを種別として選べるように
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しても良い。　
　このようにすれば、ナレッジベース辞書を作成する事業者が提供した際の辞書の中身が
動的に変更されていくような場合であっても、ナレッジベース辞書の作成元となった施設
や検者を特定することで客観性が確保される。　
　更に、事業者がナレッジベース辞書を作成する際に、所定の施設や検者に対して、装置
上における日常的な検査時に使用者による輪郭情報の入力適用が一定数に至るまで自動的
に輪郭位置を学習させることが可能となり、ナレッジベース辞書作成の手間が軽減する。
　ここで、使用者が要手的手段で輪郭設定を行うか、ＡＣＴのような自動的手段で輪郭設
定を行い、計測作業を行った場合には自動的に入力適用とみなす。あるいは専用のユーザ
インターフェースを設けて、使用者が現在設定されている状態を妥当な設定として明示的
に入力適用を行う。この入力適用に応じて、ナレッジベース辞書の学習と辞書データの更
新が行われる。
【００２５】
　　［軸ｃ（第３の種別）］参照画像の「解像度」の違い　
　ナレッジベース辞書作成に用いる画像（参照画像）として、「輪郭検出に用いるエコー
画像群と同等の解像度を有するエコー画像群（同等エコー画像）」と「輪郭検出に用いる
エコー画像群より解像度の高いＭＲＩ画像群やＣＴの画像群（異なるモダリティ画像）」
という異なる画像の選択について自由度を与える。軸ａ及びｂでは、辞書作成に用いる画
像と、実際の輪郭検出に用いる画像は同じ種別によるエコー画像であることを想定してい
た。これは、ナレッジベース辞書作成に用いる画像（参照画像）の種別と、ナレッジベー
ス辞書と照合される輪郭検出用の入力画像の種別が同一であると、輝度情報のパターンが
似ていることから一般に照合時の精度を高めやすいためである。この場合には、ナレッジ
ベース辞書は輪郭から得られる形状空間のベクトル情報と輝度情報との両者を用いて構成
されるのが好適である。　
　しかしながら、軸ａのようにエコー定義とは異なる定義によるナレッジベース辞書を作
成する場合には、例えばＭＲＩ画像を用いて境界位置を判断し、ＭＲＩ画像を用いてナレ
ッジベース辞書を作成する方が自然である。というのも、エコー画像を用いて軸ａのよう
に異なる定義による輪郭位置を教示するためには、仮にＭＲＩであったなら境界位置はこ
の辺となるという高度な経験と判断とを教示者に強いるためである。　
　この場合には、輪郭から得られる形状空間のベクトル情報のみを用いたナレッジベース
辞書を構成し、照合時には入力となるエコー画像から輝度情報に基づく輪郭位置Ｃｂを推
定して、ナレッジベース辞書による輪郭位置Ｃｄと比較・照合することで、所定の基準に
基づく制約下でＣｄに最寄りの位置としてＣｂを変形することで最終的な輪郭位置Ｃｂ’
を検出する。所定の基準としては、例えばＳｎａｋｅｓアルゴリズムとして知られている
輪郭形状エネルギー最小化法等を用いる。　
　なお、後者の画像としては、異なるモダリティ画像以外にも、中心周波数の高いプロー
ブを用いて得られた、より解像度の高いエコー画像群（高周波エコー画像）を用いても良
い。例えば、輪郭検出に用いるエコー画像は、主に成人用に用いられる中心周波数３ＭＨ
ｚ帯域のプローブで得られる画像を用い、ナレッジベース辞書作成には、主に小児用に用
いられる中心周波数５ＭＨｚ帯域のプローブで得られる画像を用いるのが好適である。
【００２６】
　この例では、ナレッジベース辞書作成時にも輪郭検出時にもエコー画像が用いられるの
で、ナレッジベース辞書作成時の教示者の制約を軽減しつつ、ナレッジベース辞書に輝度
情報を付加することも可能となる。そして、より解像度の高い超音波の画像を用いること
で、ボケによる内腔の境界位置の認識誤差を減らすという作用も得られる。
【００２７】
　これらのようにすれば、使用者が用途に応じたナレッジベース辞書を選択することで、
ＡＣＴで異なる種別による輪郭位置が得られる。具体的な用途として、内腔容積の測定に
おいてエコー定義位置も用いつつ、必要に応じてＭＲＩ定義位置が選べることで、対ＭＲ
Ｉにおける内腔容積の過小評価の程度が減らせる。更に、各位置定義に対して、ナレッジ
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ベース辞書作成時における検者間の認識位置の違いを、どのようなコンセプトで軽減する
かが選べる。
【００２８】
　或いは、検者間の認識位置の違いについては、権威のサイトや特定可能なエキスパート
検者に倣うように選ぶこともできる。これとは別に、ナレッジベース辞書を作成するのに
用いられた画像がどのようなモダリティの画像であるかを明示的に選択することも可能で
ある。
【００２９】
　（変形例１）　
　上記、三の種別の軸は互いに独立である。従って、軸ａ、ｂ及びｃの種別から異なる二
つの種別の軸を組み合わせて、新たな種別を得ることが可能である。組み合わせで得られ
る種別には、上記個別の種別に関する効果や作用が複合的に含まれるので、各々の種別に
固有の意味が発生する。　
　使用者はこれらの固有の意味を勘案して、用途に応じて最適なナレッジベース辞書を選
択することが可能となる。この場合には、使用者が把握し易いように、選択肢として存在
する各ナレッジベース辞書がもたらす特徴（上記固有の意味）を、ナレッジベース辞書の
選択時に補足説明として表示しておくのが好適である。
　なお、Ｂモードの２Ｄ断層像だけでなく、ボリュームデータから得られるＭＰＲ像とい
った断面画像を入力画像として、ナレッジベース辞書を用いた輪郭認識を適用しても構わ
ない。対象とする臓器（所定部位）は心臓に限らず、頸動脈等の動脈血管であっても良い
。検出された内外膜の輪郭を、Ｓｐｅｃｋｌｅ－Ｔｒａｃｋｉｎｇ（ＳＴ）法でストレイ
ン（Ｓｔｒａｉｎ）等の心機能指標値を得る際の心筋の関心領域として、追跡を開始する
初期輪郭として用いてもよい。
【００３０】
　（動作例）　
　図３は、実施形態に係る超音波診断装置の動作例を示すフローチャートである。ここで
は、２Ｄ断層像（Ｂモード画像）を扱うものとする。以下、図３記載の各ステップに沿っ
て説明する。
【００３１】
　　（ステップＳ１）　
　使用者は、超音波プローブ２を手に持ちながら、被検体に超音波を送受信することで得
られた超音波画像を用いて診断を行う。当該診断結果は、エコー画像生成ユニット３０よ
り生成されたエコー画像（所定期間に亘る動画像であるＢモード画像）として得られる。
【００３２】
　　（ステップＳ２）　
　使用者は、入出力ユニット４を介して、エコー画像生成ユニット３０より生成された、
所定期間に亘るエコー画像のうち、所定時相のエコー画像を、入力画像とするように、指
示を入力する。ＣＰＵ１０は、当該指示に応答して、記憶ユニット４０に記憶されている
所定のプログラムを実行することで、エコー画像生成ユニット３０より生成されたエコー
画像を、入力画像に設定する。
【００３３】
　　（ステップＳ３）　
　使用者は、入出力ユニット４を介して、少なくとも一つの所望の種別のナレッジベース
辞書を選択する（指示を入力する）。なお、この所望の種別は、実行された所定のプログ
ラムにプリセット設定として予め登録しておくのが好適である。このようにすれば、使用
者は明示的にナレッジベース辞書の種別を入力しなくても、デフォルトの設定として種別
の選択が行われる。ＣＰＵ１０は、当該指示に応答して、記憶ユニット４０に記憶されて
いる所定のプログラムを実行することで、選択されたナレッジベース辞書を、輪郭検出に
用いるナレッジベース辞書に設定する。
【００３４】
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　　（ステップＳ４）　
　使用者は、入出力ユニット４を介して、輪郭検出に用いる所定数の点を指定する（指示
を入力する）。ＣＰＵ１０は、当該指示に応答して、記憶ユニット４０に記憶されている
所定のプログラムを実行することで、指定された所定数の点を設定する。　
　なお、本ステップは、全自動型のＡＣＴを使用する場合には、省略される。
【００３５】
　　（ステップＳ５）　
　ステップＳ３で設定された少なくとも一つの所望のナレッジベース辞書と、ステップＳ
４で設定された所定数の点とに基づいて、ＣＰＵ１０は、記憶ユニット４０に記憶されて
いる所定のプログラムを実行することで、内膜輪郭及び外膜輪郭を検出する。
【００３６】
　　（ステップＳ６）　
　ステップＳ５で検出された内膜輪郭及び外膜輪郭に基づいて、ＣＰＵ１０は、記憶ユニ
ット４０に記憶されている所定のプログラムを実行することで、所定時相、例えば、拡張
末期（ＥＤ）及び収縮末期（ＥＳ）、の時相における内腔容積（ＥＤＶ及びＥＳＶ）をそ
れぞれ計測する。
【００３７】
　　（ステップＳ７）　
　ステップＳ６で計測された拡張末期及び収縮末期、の時相における内腔容積に基づいて
、ＣＰＵ１０は、記憶ユニット４０に記憶されている所定のプログラムを実行することで
、心筋容積を計測する。
【００３８】
　（変形例２）　
　超音波画像診断では、Ｂモード画像を用いる以外に、Ｍモード画像やドプラ画像等が用
いられており、またそれらを用いた所定の計測が行われている。　
　実施形態に係る超音波診断装置１では、当該複数種別のナレッジベース辞書に基づくＡ
ＣＴを、２Ｄ像（Ｂモード画像）以外に、Ｍモード画像やドプラ画像へ適用してもよい。
　図４にＭモード画像と、計測の例としてＥＤ時相およびＥＳ時相における前壁中隔側の
内外膜位置および後壁側の内外膜位置を示す。Ｍモード画像中の心筋の境界位置は単純な
輝度情報のエッジとして検出するのは困難である。図中でも特に後壁側には沢山の境界位
置の候補が見て取れる。このような画像から心筋の所定の境界位置を自動的に得るために
、ナレッジベース辞書に基づいて自動検出するのが好適である。　
　また、図５にドプラ画像と、計測の例としてＣＷドプラ波形における拡張期の大動脈弁
逆流のエンベロープ位置をトレースラインとして示す。図５では収縮期に本来の左室流出
血流と僧帽弁逆流波形が混在しており、所定のエンベロープのみを検出するのが単純な状
況ではない。また、エンベロープの境界位置は、ドプラのゲイン設定によって認識位置に
違いが生ずる。このような画像から心筋の所定の境界位置を自動的に得るために、ナレッ
ジベース辞書に基づいて自動検出するのが好適である。　
　このような画像に対して、境界位置のナレッジベース辞書に基づいて自動検出する際に
、複数種別のナレッジベース辞書の中から、使用者が用途に応じて所定の種別のナレッジ
ベース辞書を選択することができる。　
　種別の軸としては、軸ｂ（ｂ－１及びｂ－２）がＭモード画像やドプラ画像の両者に適
用可能である。　
　更に、Ｍモード画像の場合には、軸ｃについて、中心周波数の高いプローブを用いて得
られた、より解像度の高いエコー画像群（高周波エコー画像）を用いる場合が、適用可能
である。
【００３９】
　（効果）　
　実施形態に係る超音波診断装置１によれば、次のような効果を得ることができる。　
　実施形態に係る超音波診断装置１は、モダリティによる「定義」位置の違い（第１の種
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別）、検者間「認識」位置の違い（第２の種別）、及びナレッジベース辞書作成に用いる
画像「解像度」の違い（第３の種別）、という複数種別のナレッジベース辞書を有する。
　これにより、第１の種別のナレッジベース辞書を選択した場合には、基本的にはエコー
定義を用いつつ、必要に応じてＭＲＩ定義を選ぶことで、対ＭＲＩにおける内腔容積の過
小評価の程度を軽減することができる。　
　第２の種別のナレッジベース辞書を選択した場合には、各位置定義に対して、ナレッジ
ベース辞書作成時における検者間の認識位置の違いを、どのようなコンセプトで軽減する
かの選択の自由度を、使用者に提供することができる。また、検者間の認識位置の違いに
ついては、権威のサイトや特定可能なエキスパート検者に倣うように選択することが可能
となる。　
　第３の種別のナレッジベース辞書を選択した場合には、入力画像に用いるエコー画像と
同等の解像度を有するエコー画像群、及びより高解像度の異なるモダリティ画像、という
選択の自由度を、使用者に提供することができる。
　そして、上記三の種別のナレッジベース辞書にとどまらず、当該三の種別のナレッジベ
ース辞書の少なくとも二を組み合わせることで、上記各種別による効果を複合的に実現し
つつ、新たな種別のナレッジベース辞書を作成することができる。
【００４０】
　上記実施形態では、超音波診断装置において、ナレッジベース辞書を用いた輪郭の自動
検出を実行する場合を例示した。しかしながら当該例に拘泥されず、例えば、超音波診断
装置で得られた心臓画像データを、ＰＣやワークステーションなどコンピュータに転送し
、ナレッジベース辞書を用いた輪郭の自動検出機能を有する医用画像処理装置として実施
してもよい。係る場合、超音波診断装置に限らず、例えばＸ線コンピュータ断層撮影装置
や磁気共鳴イメージング装置によって得られる画像を入力画像として用いても良い。或い
は、ナレッジベース辞書を用いた輪郭の自動検出機能を実行させる専用の医用画像処理プ
ログラムを、従来の医用画像処理装置や超音波診断装置にインストールし、これを起動す
ることで、当該輪郭の自動検出を実現するようにしてもよい。
【００４１】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。　
【符号の説明】
【００４２】
１…超音波診断装置、２…超音波プローブ、３…装置本体、４…入出力ユニット、４ａ…
入力器、４ｂ…モニタ、６…ネットワーク、１０…ＣＰＵ、２０…送受信ユニット、３０
…エコー画像生成ユニット、４０…記憶ユニット、５０…インターフェースユニット
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